
肝疾患相談センター運営等事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」（平成 28年厚生労働省告示第 278

号）及び「肝炎患者等支援対策事業実施要綱」（平成 20年 3月 31日健発第 0331001号厚生労働

省健康局長通知）に基づき、京都府が指定した肝疾患診療連携拠点病院において、肝疾患相談セ

ンターを設置し、肝炎患者やその家族をはじめ、肝疾患に関する不安や疑問を持つ方や、医療機

関からの相談に対応し、精神的負担の軽減や適切な肝炎医療の提供を図るとともに、医療関係者

等に対する研修を実施し、肝疾患に関する最新の知見を周知するなど、京都府内における肝疾患

診療体制の充実を図ることを目的とし、補助金等の交付に関する規則（昭和 35年京都府規則第

23号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助

金を交付する。 

 

（補助対象事業等） 

第２条 補助の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金の交付の対象と

なる者（以下「補助対象者」という。）、交付する補助金の額を算出する場合の基準額、補助対

象経費、補助率及び交付額の算定方法は別表に掲げるとおりとする。 

 

（事業の内容） 

第３条 補助対象事業の内容は以下のとおりとする。  

（１）肝疾患相談センターの設置及び運営 

肝疾患診療連携拠点病院内に肝疾患相談センターを設置し、京都府内に居住する患者及びそ

の家族のほか、医療機関等からの相談に対応するとともに、肝疾患に関する情報の収集、提供

を行う。 

   なお、相談者には費用負担を求めないものとする。 

 

  ア 相談体制 

   ① 肝疾患相談センターに相談員を配置する。 

   ② 相談員は、相談窓口開設時間内において電話相談に対応する。 

   ③ 必要に応じて、肝疾患に関する専門知識を有する医師等（以下、「医師」という。）が

面談により相談に対応する。 

 

イ 相談員の業務 

① 患者及びその家族等からの相談や質問に対応し、不安や疑問の解消を図るとともに、必

要に応じて医師との面談日時の調整等を行う。 

② 肝炎治療を行う医療機関等からの相談に対応し、個々の患者に応じた治療法についての

助言等を行うため、必要に応じて医師との連絡調整等を行う。 



③ 常に肝疾患に関する最新の情報の収集に努め、専門医療機関等に対する情報提供等を行

う。 

 

  ウ 肝疾患相談センターの設備 

    肝疾患相談センターは、面談による相談業務の対応に当たっては、秘密の保持に十分配慮

し、また、相談員が適切に業務を行えるよう配慮した設備で行うものとする。 

 

エ 北部相談窓口の開設 

    年度内に１回以上、京都府北部地域において相談窓口を開設し、肝疾患に関する相談業務

を実施する。 

なお、北部相談窓口の開設に当たっては、実施時期及び会場の設定等について、京都府と

事前に調整を行うものとする。 

 

（２） 医療機関等を対象とした研修機会の提供 

京都府内の他の肝疾患診療連携拠点病院等と連携して、京都府が実施する研修に協力するな

ど、肝疾患専門医療機関等を対象に、肝疾患に関する最新の知見を周知するための研修機会を

提供する。 

 

（交付申請） 

第４条 規則第５条に規定する申請書は、別記第１号様式によるものとし、知事が別に定める期日 

までに知事に提出するものとする。 

 

（補助事業の変更等） 

第５条 補助事業を中止し、又は事業計画の全部若しくは一部を変更するときは、あらかじめ別記 

第２号様式により知事の承認を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第６条 規則第 13条に規定する実績報告書は、別記第３号様式によるものとし、補助事業が完了

した日から起算して１箇月経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の４月 10日

のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第７条 補助対象者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに別記第４号様式により

知事に報告しなければならない。この場合において、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額の全部又は一部を補助対象者に納付させることができる。 

  



（補助金の返還） 

第８条 知事は、補助対象者が第６条の規定に違反した場合、この補助金の全部又は一部の返還を

補助対象者に対して求めることができる。 

 

（その他） 

第９条  

（１）肝疾患相談センター及び北部相談窓口において対応した相談の内容及び件数等を記録し、京

都府から報告を求められた場合は速やかに応じるものとする。また、相談内容等の記録及び京

都府への報告等に当たっては、相談者の個人情報の保護について十分に配慮するものとする。 

（２）肝疾患相談センターを広く府民や医療機関に周知し、利用促進を図るため、ホームページを

活用するなど、広報に努めるものとする。 

（３）業務の遂行に当たっては、本要綱の内容及び関係法令を遵守しなければならない。 

（４）故意又は過失により京都府又は第三者に損害を与えたときは、その賠償責任を負わなければ

ならない。 

（５）業務の履行に際しては、常に相談者等の立場を考慮し、信頼を確保しなければならない。 

（６）本要綱に定めのない事項又は疑義が生じたときは、京都府と協議の上、決定する。 

（７）この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年６月３０日から施行し、平成２９年度分の補助金から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年７月２９日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。 

 



別表

１　補助対象事業 ２　補助対象者 ３　基準額 ４　補助対象経費 ５　補助率 ６　交付額の算定方法

肝疾患相談センター運営等
事業

肝疾患診療連携拠点病
院

3,600千円

　肝疾患相談センターの運営に必要な
給与、職員手当等、賃金、報償費、需用
費、役務費、委託料、使用料及び賃借
料、備品購入費、その他知事が必要と
認める経費

10／10

　第４欄に掲げる対象経費の実支出額
と、第３欄に掲げる基準額を比較して少
ない方の額（補助金の額に1,000円未満
の端数が生じたときは、これを切り捨て
る。）



別記 

第１号様式（第４条関係） 

 

番   号  

年 月 日 

 

 京都府知事 様 

 

                 申請者の所在地            

               申請者の名称             

               代表者の氏名               

 

 

肝疾患相談センター運営等事業に係る補助金交付申請書 

 

 

    年度において上記事業を実施したいので、肝疾患相談センター運営等事業補助金

交付要綱第４条の規定により下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額                       円 

 

２ 添付書類 

(1) 事業計画書（別紙１～別紙３） 

(2) 補助対象事業に係る予算書 

(3) 補助対象事業に係る関係書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 

第２号様式（第５条関係） 

番   号   

年 月 日   

 

 京都府知事          様 

 

                申請者の所在地            

               申請者の名称             

代表者の氏名               

 

 

肝疾患相談センター運営等事業に係る補助金中止（変更）申請書 

 

 

    年  月  日付け  第   号により交付決定を受けた上記補助金について、

肝疾患相談センター運営等事業補助金交付要綱第５条の規定により下記のとおり中止（変

更）申請します。 

 

 

記 

 

１ 補助金中止（変更）申請額                  円 

 

    既交付決定額                      円 

 

  差引増減額                       円  

 

 

２ 中止（変更）理由 

 

 

３ 添付書類 

(1) 事業計画書（別紙１～別紙３） 

(2) 補助対象事業に係る予算書 

(3) 補助対象事業に係る関係書類 

 

 

注 中止申請の場合は、添付書類の提出は不要です。 



別記 

第３号様式（第６条関係） 

 

番   号   

年 月 日   

 

 京都府知事          様 

 

                申請者の所在地            

               申請者の名称             

代表者の氏名            

 

 

肝疾患相談センター運営等事業に係る補助金実績報告書 

 

 

    年  月  日付け  第    号により交付決定を受けた補助金に係る上記

事業の実績を、肝疾患相談センター運営等事業補助金交付要綱第６条の規定により下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

 

１ 補助金精算額                       円 

 

２ 添付書類 

(1) 事業報告書（別紙１～別紙３） 

(2) 補助対象事業に係る決算書(見込書) 

(3) 補助対象事業実施に係る関係書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 

第４号様式（第７条関係） 

 

番   号   

年 月 日   

 

 京都府知事          様 

 

                申請者の所在地            

               申請者の名称             

代表者の氏名            

 

 

    年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

  年 月  日付け 第   号により交付決定を受けた補助金について、下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

１ 京都府補助金等の交付に関する規則第１４条第１項の規定による額の確定又は事業実

績報告額 

円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額（要補助金返還相当額） 

                                円 

 

３ 添付書類 

(1) ２に係る「消費税及び地方消費税の確定申告書」（写し）及び「付表２課税売上割

合・控除対象仕入税額等の計算表」（写し） 

(2) 仕入控除税額の計算明細等を記載した書類 

(3) その他関係書類 


